
会 議 録 令和５年２月17日作成 令和８年３月末日廃棄

会議名 京都府向日町警察署協議会（令和４年度第４回）

開催日 令和５年２月16日（木曜日）

時 間 午後３時30分から午後５時30分までの間（ 120分）

場 所 京都府向日町警察署 講堂

多田会長、山下副会長、丸山副会長、梶委員、吉田委員、伊関委員

田中委員、榎本委員、六人部委員、岡委員、中村委員

（欠席 髙城委員、齊藤委員） 計11人

出席者

署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全課長、刑事課長、地域課長

交通課長、警備課長、広聴係長、京都府警本部サイバー犯罪対策課ネット

セキュリティ・サポートセンター員及びネット安心アドバイザー 計13人

諮 問
サイバー犯罪の現状と対策について

事 項

１ 会長挨拶 司会 副署長

２ 署長挨拶

３ 協議 司会 会長

諮問事項説明

サイバー犯罪の現状と対策について～生活安全課長

諮問事項説明後、ネット安心アドバイザーによる「偽サイト・詐欺サイ

ト」をテーマにした体験型講座を行う。

会 議 【委員】体験型講座は自身がタブレットを操作するなど非常に理解し易い内

内 容 容であった。地域でのイベント等でも講座をお願いしたいと思うが

申し込み方法について教示願いたい。

【警察】 今回のように講師が皆さんのところに出向きお話をさせていただ

く講座を「出前講座」といい、町内会、自治会、老人会等10人以上

の集まりで行っている。当府警のホームページから「出前講座申込

書」をダウンロードしていただくか、警察署の生活安全課にお問い

合わせいただければ詳しく教示する。

【委員】講座の内容はいろいろとあるのか。



【警察】本日行った内容は、「偽サイト・詐欺サイト」について行った。他

には、「ＳＮＳトラブル」、「ワンクリック詐欺」、「自画撮り被害」、「不

審メッセージ」と５つのコンテンツがある。

【委員】講座時間はどれくらいなのか。

【警察】体験講座後の質疑応答を含め、45分から60分位である。

【委員】タブレットを初めて使った。実際にタブレットを操作、体験するこ

とにより、大変よく理解が出来た。

このような取組があることを広め、活用してほしい。

【委員】個人的にＳＮＳやインスタグラムで物の販売を行っている人がおり、

知らない間に法に触れるような行為になっていることもあると聞い

た。これは、今までの法律が新しいコンテンツに追いついていない

のではないかと感じる。インターネットの危険性や、インターネッ

トを使用する場合のモラル等について、より一層情報発信を行い、

啓発活動をしてほしい。

【委員】性犯罪に係る事案、安易に写真をアップしたことでＳＮＳ上でトラ

ブルになることが非常に多いと感じている。知らないうちに被害者

や加害者にもなるケースが多いことをしっかりと子ども達に教えて

会 議 いくことが必要であると考える。

内 容 【委員】私もインターネットで買い物をすることはある。偽サイトがあるこ

とも聞いて知ってはいるが、実際に偽サイトを見たことはない。偽

サイトはどの位の割合で存在しているのか。

【警察】統計的な数字は分からないが、これまでの経験から大手のショッピ

ングサイトを利用し、それが偽サイトであったとの話はあまり聞か

ない。少しでも安く買いたいとの思いから、検索サイトを次から次

へとクリックしていくうちに偽サイトに入ってしまった等と誘導さ

れているケースがある。

【委員】闇バイトへ軽い気持ちで応募して、犯罪を犯してしまうといったケ

ースをニュース等でも耳にするが、広報や啓発活動も大切であり罪

の重さについてより一層大きく取り上げてほしいと思う。最近のニ

ュースでは、スマートフォン一つで海外からでも犯罪が成立してし

まう。とても恐ろしい世の中になった気がする。

【委員】クレジットカード会社から、「頻繁にカードが使われている。」と問

い合わせがあったが、身に覚えがなく、お金は引き落としされずに

済んだ。少額であれば気付かず、被害に遭っていたかもしれない。

どこで、なぜクレジットカード情報が漏れたのか、防止するにはど

うすればよいのか。

【委員】個人情報が知らないうちに流出し、悪用されるケースがあると聞い



ているが、個人情報が流出しないための注意事項等はあるのか。

【警察】個人情報の入手先や入手方法等については、解明されていないこと

が多く、個人情報が漏れないための自衛策が重要である。インター

ネット等で安易に個人情報を登録しないように注意することも大切

である。

警察が犯人を検挙し、捜査の過程で確認できた名簿等の個人情報

については、新たな被害に遭わないように注意喚起を行っている。

【委員】配布資料の「最新サイバー犯罪撃退ＢＯＯＫ」について、もう少し

会 議 詳しく説明してほしい。

内 容 【警察】この資料は、全国防犯協会連合会が発行している。中身については、

警察庁サイバー警察局が監修し、一部は内閣府のネットセキュリテ

ィ担当部署も監修をしている。インターネットを使う上で注意して

ほしい基本的なことが書かれており、かつ、とても重要なことが書

かれている。ご自身の使い方を見直すという意味でも一度読んでも

らいたい。

４ 事務連絡

令和４年度の向日町警察署協議会は終了となる。令和５年６月からは新

規委員での協議会がスタートする。

以上



第４回京都府向日町警察署協議会の開催状況


